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図 1 史跡中山道 史跡指定範囲図

秋葉坂三尊石窟 

奥之田一里塚 

八瀬沢一里塚と琵琶峠の石畳 

三十三所観音石窟 

1.史跡中山道について 

瑞浪市域における史跡中山道は概ね 5 つの地区に分けられる。（地区名・位置は下記図を参照） 

鴨之巣～平岩地区は、瑞浪市域の西端に位置し、丘陵の尾根部分を通過しており、全体的に起伏は少ない区間である。西端部に鴨之巣一里塚、東端部に秋葉坂三尊石窟が残っている。奥之田地区は、一対の一里

塚が街道沿いに残っている。史跡指定範囲外の街道部はアスファルト舗装された車道となっている。琵琶峠地区は、丘陵を横断するような道筋をとっている。一部の区間を除き石畳が整備されている。また、峠の

頂上付近に八瀬沢一里塚と呼ばれる一対の一里塚が残っている。十三峠童子ヶ根地区は、起伏が激しい十三峠と呼称される区間で当地区はその西端部にあたる区間である。十三峠地蔵坂～炭焼立場地区は、瑞浪市

域の東に位置し、丘陵の尾根部を通過している。史跡指定範囲内に阿波屋の茶屋跡や三十三所観音石窟、曽根松阪の石畳など多くの遺構や地物が残る。当地区の東端部には、権現山一里塚と呼ばれる一対の一里塚

が残っている。 

そのうち奥之田地区は一里塚のみの指定となっており、街道が指定されていないため、本項では該当しないものとする。 
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2.現状について 

保存活用計画において、各指定範囲の現状について記されている。（路面に関する部分を色付けしてい

る。） 

◆鴨之巣～平岩地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆琵琶峠地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆十三峠童子ヶ根地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆十三峠地蔵坂～炭焼立場地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 1 鴨之巣～平岩地区 1 写真 2 鴨之巣～平岩地区 2

写真 3 琵琶峠地区 1 写真 4 琵琶峠地区 2

写真 5 十三峠童子ヶ根地区 1 写真 6 十三峠童子ヶ根地区 2

写真 7 十三峠地蔵坂～炭焼立場地区 1 写真 8 十三峠地蔵坂～炭焼立場地区 2
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3.対策について（整備案） 

前頁の現況を踏まえ、街道路面に対する整備案を検討した。検討結果は下記比較表を参照。 

  

表 1 街道路面整備案 比較検討表 
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4.各区間での整備について 

2.現状について、にて列挙した現況に沿ってそれぞれ地区での街道路面の対策法を検討し

た。 

街道路面の整備を行う上で横断的な排水対策を同時に行うものとする。 

 

〇鴨之巣～平岩地区 

・全域 

 Ａ案の砕石充填を事務局案とする。 

当地区では周辺に住宅があり、個人車両の乗り入れが想定される。また、中部電力の鉄塔

も史跡指定範囲外に所在しており、鉄塔の管理車両も乗入れている。車両が走行することか

ら、表層材を敷設することが望ましいが、車両の轍が見えてしまう恐れがあるため、ここで

は景観砕石の充填を検討する。 

  

① ② ③ 
④ 

図 2 史跡指定範囲拡大図

写真 9 秋葉坂三尊石窟周辺（坂道部） 写真 10 中部電力管理鉄塔付近

図 3 史跡指定範囲拡大図（鴨之巣～平岩地区）
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〇琵琶峠地区 

・一般部（石畳整備以外） 

 Ａ案の砕石充填を事務局案とする。 

当地区では歩行による表土の流出や、雨水に浸食により地山が露出している箇所がある。ま

た街道の中央に用途不明工作物（埋設管）が埋設されており、整備により掘削を伴う場合は、

埋設管が干渉する恐れがあるため、表層材を敷設せず砕石の充填のみとする。 

 

・石畳部 

琵琶峠の西登り口から市道で分断されている交差地点付近までは上記の通り、地道となっ

ているが、それ以外の区間は石畳が復元整備されている。保存活用計画策定時の現状課題と照

合し、本整備では緊急的な保存対策は必要ないと判断し、整備対象箇所から除外する。 

 

 

  

① 
② 

③ 
④ 

図 4 史跡指定範囲拡大図

図 5 史跡指定範囲拡大図（琵琶峠地区）

写真 11 地山露出部 写真 12 用途不明工作物



6 
 

〇十三峠童子ヶ根地区 

・一般部 

 Ｃ案の土系舗装を事務局案とする。 

当地区は童子ヶ根地区入口から山之神坂までの比較的勾配が緩やかである部分を指す。車

両の進入も見込まれず洗堀の恐れも少ないことから、景観性に配慮して土系舗装の敷設を検

討する。 

 

・急勾配部 

 Ｂ案の脱色アスファルト舗装を事務局案とする。 

当地区は童子ヶ根地区の山之神坂～しゃれこ坂までの区間で、街道の縦断勾配が強い区間

である。現在、舗装が敷設されており、現状以上の掘削が必要とならないため、耐久性のある

脱色アスファルト舗装を検討する。 

  

① ② 

図 6 史跡指定範囲拡大図

写真 13 一般部（過年度敷設舗装） 写真 14 急勾配部

図 7 史跡指定範囲拡大図（十三峠童子ヶ根地区）
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〇十三峠地蔵坂～炭焼立場地区 

・一般部 

 Ｃ案の土系舗装を事務局案とする。 

当地区は、比較的勾配が緩やかな箇所であるため、景観に配慮し、土系舗装の敷設を検討

する。当地区の入口から、三十三所観音石窟付近までは、車両が通行している箇所があるが

その区間は現状の維持に努める。 

 

・急勾配部 

 Ａ案の砕石充填を事務局案とする。 

当地区は曽根松阪の石畳付近と巡礼水から権現坂一里塚付近までの、高低差が大きい区間

を指す。当該区間は雨水浸食により地山が露出している箇所もあり、掘削が困難である可能

性が高い。景観砕石材の充填を検討する。 

① 

② 
③ ④ 

⑤ 

図 8 史跡指定範囲拡大図

写真 15 急勾配部（権現山一里塚付近）

図 9 史跡指定範囲拡大図（十三峠地蔵坂～炭焼立場地区）


